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議会運営委員会 

 

令和４年７月２８日（木曜日）午後 １時３０分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 小 島 耕 一 委 員 大 野 恭 男 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 松 田 寛 人 副 議 長 相 馬   剛 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事調査係長 長 岡 栄 治 主 査 飯 泉 祐 司 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴議会基本条例の検証について 

   ⑵議員のなり手フォーラム（仮称）について 

   ⑶模擬議会について 

   ⑷その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時３０分 

 

◎開会の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、改めましてこんにちは。 

  定刻となりましたので、議会運営委員会のほう

を開会したいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○齊藤委員長 じゃ、すみません、時間は皆さんの

協議次第で、かかるかからないかは皆さんにかか

っていますので、御意見いただければと思います。 

  今回つくっている資料という、前回もお話しし

ている内容が絡んでいますので、どうしていこう

かなと、実際悩み悩みつくっているところがあり

ますから、忌憚のない御意見いただければと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 それでは、早速協議事項に入りたい

と思います。 

  まず、⑴、取組実行計画にも上がっています議

会基本条例の検証について、こちらを案件にした

いと思います。 

  まず、説明のほうを係長のほうからお願いした

いと思います。 

○長岡議事調査係長 皆さんお疲れさまです。よろ

しくお願いします。 

  サイドブックスのほうで、今、資料のほう出さ

せていただいたんですけれども、見られる状況に

皆さんございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

  じゃ、伸彦委員のほうが、今ちょっと操作いた

だいているというところで、ちょっとお待ちいた

だいていいでしょうか。 

○鈴木委員 すみません、サイボウズを開けば。 

○長岡議事調査係長 そうですね。サイドブックス

ですね、いつもの。 

○鈴木委員 サイドブックスを開く。来ました。了

解です。見られました。 

○長岡議事調査係長 ありがとうございます。 

  それでは、こちら、市議会の基本条例の検証と

いうことで、大きく枠としては、各条ごとの記載

となっております。 

  見ていただきますと、１条の下に現状と実績、

そして、その実績に対して、次の段ですけれども、

現状と実績の評価を記入くださいということで、

その現状の部分で、評価する部分あればというこ

とで、その右側に、ちょっと米印で管理評価とい

うのを入れてございます。この評価の部分なんで

すけれども、ちょっと下に灰色で書いてあります

けれども、この条例についての改正が必要ないよ

というときにはＡ、そして、一部改正が必要とい

う場合にはＢ、そして、全部の改正が必要という

場合にはＣ、そして、削除すべきといった、この

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄから、ワードでこの後お送りさせ

ていただく予定をしていまして、アイテムを選択

してくださいと、ちょっとうっすら書いてあるん

ですけれども、これは、選択でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄが

選べるような、そんなつくりになっております。 

  ごめんなさい、まずは、この基本条例を今まで

どういうふうに関わってきたという実績があって、

それについて、皆さんのほうで、今後変える必要

があるのか、今のところ変える必要もないのかと

いう、そういった評価、そして、もし、その条文、

その次の段ですけれども、条文の改正の有無、左

下になりますけれども、改正が必要だよといった

場合には、こちらも、条文の改正がありかなしか、
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選択できるようになっておりまして、改正が必要

な場合には、その理由を記入くださいといったフ

ォーマットになっております。 

  ちょっと次の２ページをお開きいただいてもい

いでしょうか。 

  こちら、３条の部分で、現状と実績のところに、

１号について、平成30年に市議会情報公開条例施

行規則の施行ということで、各条ごとに本市議会

が行ってきた取組というのがここに記載がされて

おります。これに対して、その下段でどう評価を

していくというのを記入するような形になります。 

  続いて、もう１ページ、３ページをお開きくだ

さい。 

  こちらの現状と実績のところを見ていただきま

すと、令和３年９月改正ということで、この⑴、

第１号の部分ですけれども、団体及び地域に偏る

ことなくというここの表現を団体及び地域の代表

にとどまらずというふうに、実態に合わせて、こ

ちら修正を加えたものです。 

  このあとの５条以下のほうでも、このように例

規の改正と市議会としてどう取り組んできたかと

いうふうなものが記載されている内容になってお

ります。それに対しての評価として、改正が必要

であれば、その改正の必要な理由といったところ

を御記入いただく  を通じて検証をしていただ

くというふうなフォーマットになっております。 

  説明としては、以上になります。大丈夫でしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

○齊藤委員長 係長ありがとうございました。 

  当時、28年から29年にかけて、一度議会基本条

例の検証を前議運の方々が各会派にお送りしてや

った評価方法というもの自体が、実際その取組実

行につながって、マニフェストのいい評価をいた

だいたんですけれども、何回読み返しても、ちょ

っと難しいというものと、あと、この管理評価以

外に段階評価、やってきた数とか数字を表して、

評価をしていくというものが、この間、正副で話

し合っているときも、各会派によってこの第１条

で何を言っていますかというときの底の低さとい

うか、この１条がどこまで何を網羅しているかと

いう判断基準が、各会派がばらばらになってしま

うので、基本的に何をやってきたかというところ

の段階評価を諮るというのは、ちょっと難しいん

ではないかということで、今回こういったフォー

マットにさせていただきました。 

  ただ、管理評価自体はそのままＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

を残させていただきまして、基本的にこの第１条

が何を述べているのかというのを改めて会派内で

話していただいて、この条文にのっとって、この

目的に沿って、那須塩原市議会は会議であったり、

議会活動を進めているのかというところを検証し

ていく形にしたらどうかということで、今回提案

させていただいております。 

  先ほど事務局から説明があったとおり、実績が

ない、現状と実績というのは、要は取り組んでい

ないというわけではなくて、この１条だったら、

例えば何かこれに関して取り組んだものはないよ

ということなので、特になしと書いてあって、特

になしなのに、現状と実績等の評価と書くとちょ

っと難しいとは思うんですけれども、もし、各会

派さんの中から意見があるんじゃないかといった

場合には、この実績と状況を書いてもらっても構

いません。 

  その中で、管理評価として、自分たちでどうい

う判断をするかというものをここに記していただ

きたいと。例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの中で、Ａに

関しては全然要らないということになるんですけ

れども、Ｂ以下の場合は、先ほど説明がありまし

たけれども、条文の改正必要なんじゃないのとい

うところとか、改正というのは削除、追加も含め
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てになりますから、そういった場合を記入してい

くということで、諮られたらどうかなということ

で、今回は検証という形に取りたいと思っている

んですけれども、皆さんのほうで御意見いただけ

ればと思います。 

  何か御質問ありますか。 

  さっき言っていた２ページの第３条とか何かは、

もう結構１個１個こういうところ引っ掛かるよね

ということで、検証しつつ改正をかけてきている

ということになりますので、たまたま５年に１回

議会基本条例の検証をしましょうという、５年と

いう数字は別に根拠はないんですけれども、毎年

度取り組んでいく中で、変化に対応した条例の改

正を行ってきているので、それが、今までの中で

どれだけ変わってきたかということと、今回はた

またまこういう形取りますので、それが見合って

いるかという判断で検証できないかなと思ってい

るんですけれども、ちょっと訂正、訂正みたいな

感じで、できている、できていないという判断は

各会派の判断にはなってしまうんですけれども、

一番最初に言ったとおり、数字での根拠はちょっ

と人によって多分違うかなと思っているので、今

回こういう形にさせてもらっています。どうです

かね、何かありますか、お聞きしたいこと。 

  森本委員。 

○森本委員 この管理評価の基準なんですけれども、

現状と実績というよりは、結局、この条文が正し

いかどうかというか、できているかできていない

かは関係ないんですよね。そういう考え方でいい

んですか。以前、この議会基本条例の検証したと

きに、我々はこれを守れているからどうこうとい

うふうな意見というのは、結構出ていたことがあ

ったんですね。そこは多分条文の検証じゃなくて、

我々ができているかできていないかの検証になっ

ちゃうというふうにそのとき思ったんですけれど

も、今回の条文の検証というのは、できているか

できていないかじゃなくて、この条文が、我々の

議会基本条例として、今でも適正であるかであっ

たりとか、直すべきだとか、そういう基準で考え

ていいということですよね。確認です、ごめんな

さい。 

○齊藤委員長 そうしたいなとは思ったんです。要

は、さっき言ったとおり、基準は何でできてるの

か、できていないのかということで。⑴の情報公

開を図り、議会活動を説明する責任を果たし、開

かれた議会運営を行うことという判断基準を、昔

は多分付けてやっていたと思うんですよね。それ

がどういうことを活動にしてやってきたか。要は

取組実行計画のＰＤＣＡサイクルシートまでリン

クさせて条例の検証をしていたということになる

ので、条文の検証から取り組む内容というところ

が、その条文に沿った内容であれば全然問題ない

んですけれども、多少かけ離れてやっている取組

内容もありますので、そこを合わせるのが難しい

であろうというところで、この中では、こういう

ふうに⑴から⑷までのところはこういうふうに変

えてきたよという変遷を見ながら、改めてこの３

条で申していることは何なのかというところを、

管理評価、皆さんで諮っていただければいいので

はないかなというふうには思っているところです。

説明になっているかどうかあれなんですけれども。 

  森本委員。 

○森本委員 そういうことであれば、前よりも分か

りやすくていいのかなという感じはしました。こ

の書き方というか、選ぶのも、管理評価の選び方

というのも、条文に対してという意識がきちっと

持てる状態で書いてあるのかなと思うんで、変な

方向に流れにくいというか、いいフォーマットじ

ゃないかなと感じました。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 
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  取りあえず、本当にこれ悩ましくどういうふう

にしていったらいいかというのと、視察に訪れて

いる議員さん方々にも、これを説明するのがすご

く難しくて、今回やると、これ議員の個人の形に

なっちゃうんで、簡単に管理評価できるんじゃな

いのかなという話にもなりつつはあるんですけれ

ども、基本的にその条項に沿って皆さんが一つず

つしっかりと触れていくことで、これに言わんと

していることが足りないことがあれば、それをど

ういった形で表していたかなというところの感覚

までチェックして、さっき森本委員が言ったとお

り、多少取組実行計画とかを覗きにいって、こう

いうのでやってから、こう変わったのもあったよ

ねという形になっていれば、現段階では改正不要

じゃないかとか、あるいは足りていないから、も

う既に一部改正が必要なんじゃないかという意見、

それの内容は何なんですかというのが下になって

いるので、いいんじゃないのかなとは思ってはい

ます。 

  そのほかどうでしょうか。 

  あそこの８条のところは直したのかな。 

○長岡議事調査係長 ８条のところ、直しました。 

○齊藤委員長 でも、これ令和４年５月改正という

のがちょっと分からなくて。 

○長岡議事調査係長 例規上改正が成されたのがそ

の時期ということで、実際はもうちょっとその前

だと思うんですけれども。 

○齊藤委員長 これちなみに、こういうふうに規則

的なものというのも残っているんでしたか。 

○長岡議事調査係長 残っているというのは。 

○齊藤委員長 第８条でいくと、２のほうで、議会

報告会に関することは別に定めると書いてあった

ら、別に定めてあるものはありましたよね。多分

あれが意見交換のところもできるように、上も変

わっているんですけれども、あったような気がす

るんだけれども。 

○長岡議事調査係長 ちょっと確認を、すみません。 

○齊藤委員長 多分あると思うので、もし、これを

今日皆さんで協議もらった後に送っていいよとな

ったときに、付属書類も送っておけば、そういう

ことをやっていたよというのと、あとは、今まで

送っていた取組実行計画のデータも送っておけば、

ある程度検証と言うか、全てチェック体制はでき

るのかなと思うので、また、送る前にちょっとあ

れしましょう。すみません。 

  そのほかどうでしょうか。取りあえず僕も確認

したいがためにやっているので、何でもいいです。 

  副委員長、どうぞ。 

○星副委員長 議会報告会に関することは別に定め

るとさっきお話ありましたけれども、これは議会

報告会実施要綱とはまた別なものか、そのことか。 

○齊藤委員長 別にあるよということなんですけれ

ども、それが何なのかという話になりかねないか

ら、あると思うので、出しませんかと言っただけ

なんですけれども、これは別に多分あるんですよ。 

○星副委員長 これ実施要綱ではなくて。 

○齊藤委員長 実施要綱かもしれないですね。 

○星副委員長 実施要綱ならありますね。 

○齊藤委員長 そう、なので、それがどこに飛ぶと

いうのが分かれば、皆さんが。チェックするとこ

ろがあればなので。 

  上の文が、８条は直してもらってという話にも

なっているはずなんですよね。 

○星副委員長 分かりました。すみません。 

○齊藤委員長 そのほかどうですか。ちょっと１個

ずつ見てください。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 この書式にのっとって検証を各会派で

意見を出してほしいということですよね。 

○齊藤委員長 はい。 
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○鈴木委員 いいんじゃないですか。 

  まず、今ある条例を、理解の仕方が各会派、各

個人違うとは思うんです。本当はね。言葉だけ。 

  それはそれとして、取りあえずあの条文を読ん

で、今やっていることができているかどうかとい

うものが、これ１段階。これがさっき言ったよう

に、今の皆さんの、これ前の議員さんがつくった

やつだから、今の皆さんの議員にとって、これが

合わないんじゃないかと思うことも当然あると思

うんで、それをそれとして、ちゃんと検証できる

ように書いてあるので、取りあえずこれで実施し

てみていいと思いますけれども。 

  以上です。 

○齊藤委員長 御意見ありがとうございます。 

  今おっしゃられたとおり、自分たちの基準でい

いので、そこがどうなったかということと、あと、

お気づきになっていて、変えなければならないと

いうところは、そのまま上げていただければ、今

年度やるか、次年度以降検証で出てきた申送りと

なりますので、そこについての取組実行計画とし

ての取組によって、得られた条文に対してなって

いるかという、それこそ検証というか、条文がし

っかりと生きたものになっているかどうかを取り

組めるように、毎回見ていくという形になればい

いのかなとは思っているので、皆さん、この取組

の現状と実績をまず見つつ、その中で、時代に見

合っているか、そぐわないかも含めて、こうした

ものが必要であるというふうに言っていただけれ

ばと思います。 

  条文の改正の有無というのは、有りの場合は、

こういう条文にしたほうがいいんじゃないのかと

いうことを書くと結構難しいので、こういうふう

になっているから、こういうふうな表現をしたら

どうなのかということでもいいと思うんですよね。

後でそれを皆さんでまた、こちらの議運で諮って

くようになると思いますので、基本的には一旦見

ていただいて、全22条まで、１条増えたので、イ

ンターネットのＩＣＴのが入りましたので、その

22条分でやっていただければというふうに思って

います。 

  大丈夫ですか。 

  副議長元気ですか。御意見的にどうですかね。 

○相馬副議長 すみません、御無沙汰していまして。 

  前回は、きちんと前にも委員長にはお話ししま

したけれども、前回やったときには、大項目、中

項目というような形で、それを条文を議会の公開

とかそういうふうなことを条文を逆に選り分けて

いって、それに沿って検証していって、条文から

実際に行動がそれに伴っているかどうか、どっち

かというと、条文を理解して、条文どおりにいろ

いろやっているかどうかという検証をしていった

という。 

  今回は、やっていることに対して、条文があっ

ているかどうかという。今後現状でその条文が合

わないところがあれば改正していこうという、そ

ういうことだろうと思いますので、こういう検証

の仕方でいいんだと思います。 

  やっぱり議会基本条例が最高規範ですというふ

うにずっと私どもは、僕ら議員になったときから

言われてきているので、その内容が、全員が理解

できるようにしていくのが一番いいんじゃないか

なと思うんですね。 

  最初、議会基本条例を伺ったときに、これも何

回もお話しした件なんですが、逐条解説、例えば、

会津若松市議会なんかは、議会基本条例があって、

それに対する逐条解説というのがあったりすると

ころが多いんですけれども、那須塩原市議会の基

本条例については、逐条解説書というのがなかっ

たので、そこら辺まで入ってできるようなところ

ぐらいまで検証していけば、より深く理解して、
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そのとおりに進めるのかなというふうには思って

いたところなので、こういう検証でよろしいんじ

ゃないかなというふうには思います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  副議長が言ってくれたのは、進捗チェックシー

トで４つの項目というのが、市民に開かれた議会

の条項と、委員の公平性、透明性というシートと、

議会の体質強化、あと、その他の分野ということ

で、これが22項目で分かれているというものにな

りますので、こういったものに沿って、最高規範

として、それが機能しているかということを、自

分たちで毎回毎回そのところに合わせていってい

ると。 

  逆に、議会の活動をしつつ、実は条に触れてい

ないものも出始まってきているというところもあ

りますので、自分たちがやってきたものが見合っ

ているという、条文だけを見ながらの検証も含め

て、ここには載っていませんけれども、例えばこ

ういうものが必要だというのも、この検証の中に

入ってもいいのかなと、今の副議長の言葉を聞い

たら、そう思うことができました。 

  なので、22条の後に、もう１個その他の意見み

たいなものを出しておきますので、例えば、21条

から22条に増えたとおり、ＩＣＴの、オンライン

のものはもう議会のほうからやり出していて、そ

れを議会基本条例が整備されていなかったという

ところもあって、条が増えていますから、そうい

ったところも皆さんでよく見ていただいて、それ

を見ることによって、何を言っているのかという

のが、今、副議長言ってくれた逐条的な意味で、

皆さんはどこまでこれを理解していますかという

ことと、その条に沿った取組として、何がありま

したかというところまでなれば、皆さん相当その

条例が述べていることが何だというのが分かって

くるのではないかと思っています。 

  なので、今回はちょっと、今、副議長からも大

丈夫じゃないですかと言ってくださったので、僕

はちょっとほっとしているんですけれども、この

やり方で１回試してみて、今後、前回やってきた

ものをどういうふうに合わせてやっていけるかと

いうところも含めて、取り組んでいければと思っ

ています。 

  じゃ、そのほかの委員さんは大丈夫ですか。 

  山形委員。 

○山形委員 すみません。よく分かりました。 

  管理評価のところで、Ｄで削除すべきというふ

うなことを書いてあるんですけれども、もうある

程度、例えば第３条のやつなんかのを見て、現状

と実績、これは十分に第３条としてやれているな

というふうなことでＤを選ぶと、第３条は議会基

本条例から削除して省くというふうなことではな

いんですか、ちょっとその辺、削除すべきがちょ

っとどこがどういうふうに削除、ちょっとすみま

せん、うまく理解できていなくて、すみません。 

○齊藤委員長 今言ってくれたとおり、本当に究極

の選択なので、本当に要らないと思う会派がいた

ら、要らないと選んでもらって構わないと思いま

す。ただ、これ直撃な削除すべきなので、改正が

必要な中で、例えば２項が要らないとかという削

除とはまた違った要素というのだけは御理解いた

だいて、第３条自体が要らないときはＤを選んで

いただいて、⑵の第２項が要らなければ、一部改

正が必要で、第２項は削除という、こういうふう

に書いてもらいたいなとは思っています。 

○山形委員 分かりました。 

  削除というんで、全部条文を消すのかなと思っ

て、ちょっと考え方にはまだまだ、例えば議会改

革、継続して取り組むこともまだまだあるから、

そういう捉え方でいいんですよね。 
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○齊藤委員長 いいんです、いいんです。 

  基本的には選ばれることはないとは思っている

んですけれども、ただ、考えようによっちゃなる

ほどというところも出てくるかもしれませんので、

基本的には、っていう話で。 

  追加すべきみたいなのは、基本的にはまだそこ

に載せていないので、先ほど言ったとおり、別な

紙にもしあるようだったら、こういった条文もあ

ったほうがいいんじゃないのかというふうにして

いければと思います。 

○山形委員 分かりました。ありがとうございます。 

○齊藤委員長 大丈夫ですかね。 

  じゃ、そんな感じで取り組んでよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 では、皆さんのオーケーがいただけ

たので、こちらで各会派のほうに皆さんにお持ち

帰りいただいて、検証を行っていただくというこ

とでお願いしたいと思います。 

  どのくらいまでにしますかね。８月いっぱいで

も大丈夫かな。取りあえず８月いっぱいにしてみ

て、戻ってくるようだったら、戻ってきたら、９

月の議会終了後ぐらいに、条例の検証を合わせて

いければなと思いますので、一応８月末をめどに

したいと思います。間に合わないときはまた連絡

行くと思うんで、御協力ください。 

  あと、個人の無会派の方々にも、出せるんであ

れば出しておいてもいいのかなということになる

ので、また事務局のほうで、お茶飲みが好きなお

じちゃんとか来た場合には、しっかりと議運長に

聞いてくださいと言えば、こちらで説明いたしま

すので、そちらで束縛されないようにしていただ

ければと思います。 

 一応会派送ってからでもいいと思うんで、一緒に、

同時じゃなくてもいいのかなとは思うんですけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。 

  じゃ、１番のほう閉じたいと思いますけれども、

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、閉じさせていただきます。あ

りがとうございます。 

  じゃ、続きまして、議員のなり手フォーラムと

いうことで、皆さんのほう資料開けましたかね。

こちら前回もちょっとお話をしていたんですけれ

ども、この間、マニフェスト研究所の長内さんと

いう若い職員さんがいらっしゃるんですけれども、

今、実は矢板市議会が議会改革の取組をするのに

マニフェスト研究所の御協力をいただいて、２年

連続で研修等を実施しているという話があって、

そのついでに那須塩原来られませんかと言ったら、

この間来ていただいたので、そこでちょっとお話

をしながらまた組み直してみました。 

  基本的には、議会フォーラムという名前にして、

若者女性の政治参画を考えるというタイトルだっ

たらどうかなと思ってつけさせていただいており

ます。露骨に議員の成り手不足はとなっているん

ですけれども、政治参画だけでも結構抵抗されち

ゃうんですけれども、基本的にはこういう話題に

触れていこうというところが必要なので、議員の

成り手という話もさせてもらっているような状況

です。 

  開催場所は、みるるということで、前回もこれ

は言っていると思いますので、そういった方々を

お声がけいただいて呼べればいいなと思っていま

す。なおかつ、今、協力者自体も今募っている最

中になっていますので、みるるのアクティブラー

ニングスペースで実施できればなというふうに思

っています。 

  参加人数20名と書いてあるんですけれども、も

っと座れるとは思うんで、基本的には、もう集め
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られれば誰か、若い人、女性、そういうふうにあ

る程度は縛りながらも、来館者がたまたま手すり

につかまって見ているとか、そんなのも全然あり

なので、基本的にはあそこを埋められたらなと思

っています。 

  応募方法は、チラシ、ホームページ、ＳＮＳ等

ということで、まだチラシは案はできていないの

で、今日皆さんの意見ある程度聞けたら、そちら

も取り組んでいけたらなと思っています。 

  内容としましては、第１部に、講演をしていた

だこうということで、こちら上越市議会というと

ころに、３年前ぐらいに、広聴広報の特別委員会

で視察に行ったときに、女性フォーラムという事

業を行って、そのときは女性限定だったんですけ

れども、女性の方の大学の先生かな、それの講演

をして、地方の行政とか、地方自治には女性の参

画が必要なんだよというお話をして、その後、実

際そこに受けに来られた女性７名が全員選挙に出

て当選したというところまでつながっているとい

うのがあったので、我々の場合は、女性限定では

なくて、若者の参画もちょっと、今、選挙に出て

くるのが、30代がいませんから、そういった人た

ちのきっかけになればなと、絶対出てくれという

わけじゃないですけれども、こういう話をしてい

くことも必要なんじゃないかということで、それ

に精通している人を呼びたいなと思っています。 

  第２部のほうのパネルディスカッションは、書

いてあるとおり、パネリストは多少若くてという

議員と、あと、女性議員を集めて話合いができれ

ばなと思っています。その中には、なるために苦

労したとか、あるいは女性議員だからこその苦労

であったり、若者議員で、例えば地元じゃないけ

れども、ここに下り立ったときにこうなったとか、

いろいろな話をしてくれると思いますので、そう

いった流れでしていけばいいのかなというふうに

思っています。 

  ちょっと、講師選定は、今、マニ研の長内さん

に協力をしている状態なので、ある程度流れの部

分だけ、皆さんで組んでもらえればいいかなと思

っています。 

  外部協力者なんですけれども、先ほど言ったと

おり、講師、こちら今選定中になっています。い

かんせん、議運にお金があまりないということに

気づきまして、何とか安い人を呼ぶということで、

御協力をいただいている最中です。パネラーは三、

四名ということで、こちらも選定今しています。

先ほど言った長内氏がいて、この長内さんが、コ

ーディネーターはもしいなければやってくれます

よということで、これは無償でやっていただける

ということで、ちょっとラッキーかなとは思って

います。 

  もう一個、奥州市議会と下に書いてあるんです

けれども、奥州市議会は今年前年度のマニフェス

トランキングで第３位の市議会なんですが、取組

は第３位だけれども、ついこの間行われた選挙は

無投票だったという、最悪の結果を招いていると

いうところで、たまたま私らがこれをやりたいと

いうところをかぎつけて、何と第３位の奥州市議

会が、ぜひこの取組を見に来たいという話、まだ

何の事業も成り上がっていないのに、見に来たい

ということで、何なら誰も無投票だったという話

で、パネラーでもいいよという話だったんで、ど

うせだったらコラボレーションしちゃおうかなと

いうことで、今、名前上げさせていただいており

ます。 

  あと、その他のアンケートについては、これか

ら皆さんに聞けばいいので、これはもらったほう

がいいかなというのは、皆さんに聞ければいいか

なと思っています。 

  全体的にはこんな流れで、10月22日の土曜日に
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できたらなと思っていますので、また御意見をい

ただいて、ちょっと何名来るか、確かに自分も不

安なんですけれども、宣伝というか、ちょっとで

も若い人たちに、政治や行政に関心を持っていた

だくことというのは、今後もやり続けなければい

けないことだとは思いますので、これをこううま

く成功させるべく、皆さんの意見いただければと

思っています。 

  実施主体は、そんな訳で、議運だけで大丈夫か

なとは思っています。これに関しては、みるるの

会場を使うだけなので、ほかの議員さんは、聞き

たれば一緒に聞いていてもらってもいいのかなと

は思っています。 

  何の仕事というのは、まだちょっと振り終わっ

ていないんですけれども、概要としてはこんな感

じになりますので、皆さんのほうでちょっと御意

見いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

  山形さん。 

○山形委員 若者ということで、年齢制限はどれく

らいまで考えているのかなということと、あとは、

高校生とか大学生とか、そういうふうな方々も含

めてこのフォーラムに参加していただきたいのか

なと、委員長がどの辺の人をターゲットにしてい

るのかなと、ちょっと改めて聞きたいんですが。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  今、おっしゃってくれたとおり、高校生から30

代、40代ぎりぎりぐらいまででいいんじゃないの

かなとは思っています。 

  女性は、ちょっと難しい。年齢で区切るとちょ

っと失礼になっちゃうので、あまりお年を召して

いなければいいかなとは思っているんですけれど

も、一応声かける人は皆さんの中で声かけていく

ので、誰かいないかという形で集められればいい

かなとは思っています。 

○山形委員 分かりました。 

○齊藤委員長 ちょっとおじ様軍団に怒られそうな

気もするんですが、取りあえず趣旨を汲んでいた

だければとは思っています。 

○山形委員 ある程度のところで若者と書いてあり

ますので、大体その辺で理解していただけるんで

はないかなというふうに感じておりますので、分

かりました。 

○齊藤委員長 せっかく高校生との意見交換会であ

ったり、出前講座で、シルバー民主主義の話をし

てみたり、自分たちが投票に行かない理由という

ところがいろいろ、自分たちのせいではないにし

ても、自分たちが考えなければいけないというと

ころになってくるので、こういったものがあって

もいいのかなとは思っています。 

○山形委員 分かりました。 

○齊藤委員長 すみません。 

  次のページ言うの忘れちゃいました。実施のタ

イムスケジュールなんですけれども、今日で方向

性の了承もしいただけたら、講師選定については、

また議運を開かなければならないかどうか、ちょ

っと皆さんに諮りながら、講師選定等を皆さんで

了承いただける方法をちょっとこのあと聞いてい

きたいと思います。 

  全協で議会の了承を得られるかどうかがちょっ

と心配なんですけれども、ここで得られないとち

ょっと周知が遅れてしまうというのもありますの

で、なるべく急ごうと思っています。９月いっぱ

い何とか周知して、10月の最終週の手前ぐらいな

ので、この辺までに集められれば。ちなみに10月

21日には、黒磯南高校との意見交換があるので、

そこでも周知して聞きに来たらということで、で

きれば何名か引っ掛かるかななんて思っています。 

  そのほかどうでしょうか。 

  まるっきり講師が何も書いていないというもの
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で、どうみても不安でしかないんですけれども。 

  小島さん。 

○小島委員 参加人数というところ、ちょっと20名

は会場の都合ですか。それとも、募集人数だと思

うんですけれども、もうちょっと多くてもいいの

かなと。どちらかというと、若者とか女性の政治

に対する意識向上という面で開催するのかなと思

いますので、そういう視点で考えれば、選挙に出

なくても、もう少し広く声をかけてもいいのかな

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○齊藤委員長 全然30もいけると思います。段にな

っているところなんで、丸い座布団だけ用意すれ

ば。 

○小島委員 そのぐらいにしておいたほうが、いっ

ぱい集めるんですよという意気込みだけは出して、

実際には……。 

○齊藤委員長 30名ぐらいで、分かりました。 

○星副委員長 40人くらいは座れるんじゃないか。 

○齊藤委員長 全然座れるとは思います。 

○星副委員長 ただ、コロナだから、その状況にも

よるよね。 

○齊藤委員長 そうですね。なので、取りあえず30

名に、じゃ、変えようと思います。ありがとうご

ざいます。 

  そのほかどうでしょうか。大丈夫ですか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 そうしたら、先ほど相談したとおり、

この後なんですけれども、ちょっと講師選定とか

が難航して、全協までに間に合えばいいんですけ

れども、全協で諮る前に、皆さんに１回お知らせ

をしなくちゃならないんですね。 

  ちょっとどういう状況になるか分からないんで、

議運集めてこういうふうにやるか、また、サイボ

ウズで事務局から流してこういった型でいいです

かというところをちょっとお聞きしたかったんで

すけれども、もしあれ的に、講師が決まったら、

逐一皆さんのほうに紹介するというかたちでよろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ありがとうございます。すみません。

資料がなくて諮るのは大変失礼なんですけれども、

取りあえずいろんな人ピックアップ今してもらい

ながら、どういう人がいいかというのを探しても

らっちゃっているので、自分のほうでも後で、出

てきてから意見は言おうと思っていたんですけれ

ども、それで、じゃ、決まり次第、皆さんのほう

に、こちらのなり手のフォーラムについては、紹

介したいと思います。ありがとうございます。 

  じゃ、そのほか意見がなければ大丈夫ですかね。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 じゃ、次にいっちゃいます。こちら

も閉じさせていただきます。ありがとうございま

す。 

  最後になります。議会体験というか、模擬議会

というか、こちらについてです。 

  こちらも前回いろいろ御意見をいただいて、進

んでいこうと思ったんですけれども、先ほど言っ

たとおり、マニフェスト研究所の長内さんと話し

たときに、当初、小島さんが、意見として、多分

議運じゃないところで言ってくれたとおり、執行

部が答弁をするという形を取ると、議会としては

何が残るんだというセリフを多分言われたときが

あって、自分も最初その方向でいこうと思ったん

だけれども、議会の一般質問の体験となれば、執

行部のほうがいいよなということで、出させても

らったのが前回の協議のときの案件だった、出し

方だったんですけれども、今回、もう一度先ほど

の意見のところを、マニフェスト研究所の人とお

話をして、意見や感想や要望をスピーチで聞ける

場所を議場で行うというほうが、受け取る側が議



－12－ 

員として受け取れるんですよね。市で答弁を返し

ちゃって、研究します、検討しますと言われて終

わってしまうよりも、直接議会側が、市民が言っ

てくれたものを受けて、今後各常任委員長だった

り、各委員長であったり、議会側のほうが、ある

程度その意見に対しての返答をしていくと、今後

どう生かすかは、例えば所属とか割り振りをして

いくことにすることで、つながりが持てるんじゃ

ないかというアドバイスを受けたので、ここでい

うと、内容について、黄色い線が２本入ったんで

すけれども、①がこの間言ったテーマ設定の一般

質問、これはいろんなハードルがあって、11月14

日までに質問書いてくださいと言ってやらなけれ

ばいけない。なんですけれども、②になると、何

を言ってくるのかちょっとどきどきなんですけれ

ども、ある程度ぎりぎりまで待って、市民の方に

５分間なら５分間しゃべってもらえますかという

話を設定していくという形で、どちらも議場でや

るので、議会としての体験にはなるのかなと思っ

ています。内容は別に１個だけ言ってもらっても

いいですし、３つぐらい設定しても、とにかく５

分間しかありませんからといえば、途中でも終わ

ってしまいますというルールはあってもいいのか

なとも思っています。 

  なので、こういった話でつくっていったほうが、

例えば那須塩原市は子育て環境が悪いと思います

みたいな若いお母さんが来て、だって子供に対し

てこうだからですと言われたときに、執行部だと

答えづらいものも、議会の場合はそういった御意

見を賜ったので、今後議会としても検討していき

ますという話だけでもつながるかなというのと、

言われて否定されなければ、言った側も関心が上

がるかなというところもあるので、こういった取

組に変えていったら、人も誘いやすいんじゃない

のかなと思ったんですけれども、この辺だけちょ

っと、前回と違うふうになっています。 

  あと、時間なんですけれども、一般質問の場合

は、午前中からやって、午後実際発表、質問する

という行程で組んでいたんですけれども、もし、

市民の方がスピーチという形でそこの質問席に立

つというのであれば、30分ぐらいでここに出てき

てしゃべってくださいと言えば、説明終わっちゃ

うかなというふうに思うので、午後だけでもでき

るような気がするということで、ちょっと時間が

ぐちゃぐちゃになっているんですけれども、うち

らの議席は26人あるので、最大呼んでも26名とい

うことに、正副のほうでは、こういうふうに２つ

の案と言いながら、また変えちゃうと大変だった

んで、１番を残しつつ、２番をもう一回付け足し

たということになるので、ちょっと皆さんのほう

でも、議会側としてこういうものをやるときにど

ちらがいいかなという御意見もいただければと思

います。よろしくお願いします。 

  中里委員。 

○中里委員 ②のスピーチということでのことなん

ですけれども、このままやっているのが、犬山市

議会、愛知県の、やっておりまして、やはり市民

からのスピーチで、我々も気になったところが要

望合戦になったりとか、いわゆる市の悪口だった

りとか、実現不可能みたいなことを言ってくる危

険性については、どのように対応しているのかと

いうところは聞いたんですけれども、テーマとい

うか、まちについて、何かやっぱりテーマみたい

なのを設定していましたね。そのテーマというの

も、教育関係とかそういうふうなところではなく

て、これからのまちに何か提案したいことみたい

な形で、そういうふうな形で言えば、割と話が脱

線せずに進んでいったというふうには言っていま

した。 

  やはり、中でもそれでも、やっぱりこういうと



－13－ 

ころ出てくる人は、結構発言力が強い人、気が強

い人が多いので、それでもやっぱりそぐわない意

見をスピーチしてくる場合があるということで、

事前にスピーチの内容を頂いて、内容を確認する

ということをやっているのと、やっぱり内容がそ

ぐわない場合には、これは申し訳ないけれども、

できないということで、お断りしているというこ

とは聞いてきました。そういうところさえ気をつ

ければ、可能なのかなというふうには思います。 

○齊藤委員長 貴重なデータ提供ありがとうござい

ます。 

  もともと一般質問でも、足利にこの間、広聴広

報と議運の正副が行ってきたと思うんですけれど

も、テーマ設定はある程度設けて、その中で話し

てみないかということと、中里委員がいったとお

り、基本的に市をバッシングするようなものとか、

議員をバッシングするような質問については、お

受けできませんと書いちゃってもいいのかなと。 

  普通に素朴に思うことと、あと要望でも、さっ

き言ったとおり、かなわないような要望になって

しまうと、言ったとしてもできないものというの

はあるので、あらかた議員の中でもやっていく中

の体験ですから。ただ、自分を言わせる場所をつ

くるだけになっちゃうと、体験というよりは、た

だ言うだけ言ってすかっとしたみたくなっちゃう

ので、そこら辺はちょっと気をつけていきたいか

なとは思っています。ありがとうございます。 

  小島さんどうですか。１番と２番でいったら、

２番のほうが議員が関われると思ったんですけれ

ども。 

○小島委員 いいですか。 

  できれば、実を言うと、①のほうが私はいいで

すわ。 

○齊藤委員長 あら、変わっちゃったのか。 

○小島委員 ただ、できないということであれば、

②のやり方をうまく検討しないと、要は、若い人

たちの意見を議員が聞いて、すぐに執行部に返す

のもちょっと無理な話があるし、そういう中で、

若い人たちの意見は生き物みたいなところがあっ

て、そのときに言うから、その人たちが言うから

新鮮味があるというか、それを議員が言っちゃう

と、何となく新鮮味がなくなるような感じが私は

するんで、そういう面では、若い人たちの意見と

いうのを新鮮味のある形で執行部に聞いてもらう

ほうが、私は方向はいいと思っているんですわ。 

  それがやっぱり若い人たちが、そういう発言を

したことによって、自分の言ったことを執行部に

聞いてもらったとかという、そういう成功体験み

たいなものも生まれることによって、それ以降の

政治に対する興味も高まってくるんだろうと思っ

ているので、そんなことを感じるんですけれども、

そういう中で、２でやるというところには、かな

りうまいお互いがアイデンティティを取れるよう

なものがないと、盛り上がりができないのかなと。

そこら辺の仕組みづくりが難しいなと私は思って

います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  執行部であれば、結局何を言っても伝わらない

というところで、一撃で終わる可能性もあるとい

うところもあったのと、さっき言ったように、セ

ッティングがちょっと難しいというところと、議

会が関わる場所というのが、質問の構成をし直す

ときに、一緒に一旦お会いしてやるというような

イメージを当初しているというか、今もしている

んですけれども、言われたとおり、言ってやりま

すという成功体験があった結果どうなったのかと

いうところまでは、ちょっと計り知れないのかな

とは思っています。 

  ただ、言ったとおり、議会が用意した舞台で、
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執行部と話し合って終わってしまうとなると、議

員の存在自体はどこにあるみたいな感じがちょっ

と否めないなというのもあったので。 

  すみません。鈴木さん、どうぞ。鈴木委員、お

願いします。 

○鈴木委員 じゃ、ちょっと私、今、話の中で感じ

ていたことなんですけれども、模擬議会なんです

けれども、結局職員を置くのか、議員が聞くのか

という２つに分けて考えたときに、職員は新鮮な

言葉聞けるかもしれないけれども、突然そこから

出てきた要望とか提案みたいなものを、じゃ、議

員を飛ばして、政策に生かすかどうかということ

は、なかなか入り口がいろんなところで市長が自

ら市民団体だったり、市政懇談会もやっている中

で、そういう機会もあってもいいとは思うんです

けれども、この模擬議会に関しては、議場で自分

の意見を言うという体験ができることが一番意義

があるんではないかなと思うんですね。 

  なので、市政報告会のときに、私たちは、グル

ープをつくって、そこで、市民の要望とか声聞い

ていますよね。あれを議場でやるようなイメージ

で、そのときに日にちが決まっていたり、テーマ

を決めておけば、その人たちはそれまでに、自分

の考えを整理して言う。それに対して質疑応答、

議員がやる一般質問のように、再質再質で、じゃ、

答弁答弁みたいなのは、ちょっと無理なんじゃな

いかと思うんですね。なので、この模擬議会の、

自分が思う大切なことは、議場というハードルの

高さというか、日常と違うところに行って、自分

が市に対して思っていることを発表の場。それを

もって議会、だって、議会のやることはいろいろ

委員会とかいろんな活動がある中での、一般質問

だけを言うんであれば、そこで、議場で話をする。

市の職員なり、議員でいいと思うんですけれども、

聞いてもらうという体験をすることが、一番の模

擬議会の参加してくる市民の人たちにとっても、

一番感じるところで、そこのところだけ大事にし

ていれば、意見を言ったからそれを通してもらう

というのは、自治会長連絡協議会の皆さんのああ

いうところだってなかなかうまくいかないことな

んで、そこまでは追及しないような形のそういう

体験の場ということでいいのかななんて聞いてい

たんですけれども、私の思った感じです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  おっしゃるとおりの考えにしました。やりとり

はするつもりはなくて、議員と市民がつながって

いくというところになるので、じゃ、議会は何を

その後してくれるんだという要素を残していった

ほうがいいだろうということなので、報告会みた

いなところに呼んで、若者の発言を聞いたとて、

基本的にはさっき言ったとおり、時間が限られた

中で、どっちも限られていますけれども、スポッ

トライトを浴びて聞くような機会はないので、議

場で言っていただくという形のほうがいいんじゃ

ないのかなというのを、この前からちょっとそう

いうアドバイスを受けながらやりました。 

  議会といっても、ひとえに、一般質問もそうだ

し、議案質疑だってなんだってありますよね。そ

の中の体験を一つとなると、やっぱり華やいで見

える一般質問というところの舞台で、市民の方に

言っていただく形を取るほうがいいのかなと思っ

ています。対執行部を何とかやっつけちゃおうみ

たいな感じの一般市民が出てきても、おめえら議

員よりよっぽどいいこと言うななんて、こんなセ

リフが出てきちゃうようなのが想定できるので、

じゃ、いろんな意見を言っていただいたところで、

議会として、我々としてもその意見はこうだとい

う話を返してあげたほうがいいのかなと。 

  中里委員長がやっている子供たちの議会体験の
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ときなんかも、議員が一生懸命質問に対しての回

答をつくっていますから、それが行き過ぎた方向

に行かなければ、我々としてその後やらなければ

ならないものも出てくるというのと、議会報告会

の後、どうしてもあの後、議会側がつながらない

というところもあったので、できるもの、できな

いものは議員で分別して、言われたものに関して

は、テーマ設定をしていっても面白いのかなとは

思ったので、執行部に頼ることなく、議会側でや

っていくというほうが、その後は、いいも悪いも

含めてなんですけれども、いいかなとは思ってい

ます。 

  手始めに、言える機会が、議会でマイクを通し

て直接発表してみませんかみたくしたらいいかな

というふうに思っているような形にしました。 

○鈴木委員 ちょっと確認だけれども、今の話の流

れだと、考えているのは、執行部は出なくていい

という考え方の方向で今話をしていますか。 

○齊藤委員長 はい。 

○鈴木委員 分かりました。それでいい、それでい

いんじゃないかと。あそこで発言をする経験をす

ることが、今のテーマの模擬議会、そこだけ、取

りあえず、この後、もし２回目、３回目あるなら

改善はできると思うんですけれども、１回目はそ

れで十分いけるかなと思います、自分は。 

  以上。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  前聞きに来た真岡市とかは、生涯学習課とかが、

課がやっているんですよね。議会がやっているわ

けじゃなくて。議員は全くノータッチで、聞きに

行って話を聞いただけで、じゃ、その後例えばそ

ういう体験をした子が、議会議員とか市の職員に

なったんですかと言ったら、その裏付けの調査も

何も取っていないということだったので、じゃ、

それだけ、子ども議会やってきて、どんな成果が

あるんだろうと思いながらいたんですよね。なの

で、執行部に頼るということは最大限やりやすく

はなるんですけれども、その間の調整の大変さや、

あとはこれ土曜日にやるので、誰を引っ張り出し

てということで、前回は三役ぐらいまで話をした

と思うんですけれども、そういった負担もなくな

るということで、とにかくつないだ後に、どうい

う結果が残すかというところで、ある程度議会側

としても使命感を持ったまま閉会できるというと

ころもありますので、相手には発表というところ

で優しくは言いつつも、例えば二、三コマ言って

いただいて、１個、２個、３個、言われたら、３

つのやつに対して、誰から、一言、二言返しても

いいのかなというふうに思っているので、まずは、

あそこの場所でマイクを通して発言していただく

というものを体験というか、議会として、経験し

ていただければいいなと思っています。 

  そのほかどうですか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 流れ的に大丈夫ですか。 

  そんなわけで、小島さん本当に申し訳ないです

けれども、全く逆になっちゃったという。 

  執行部がやっぱり必要だというのは、１回まず

やってみて、この先どうなるかですよね。ただ、

昔言われたのがちょっと一理あったなと思って、

我らを通り過ぎて、執行部とやり合っちゃうこと

で、実際うちらいなくても要望出せば通るよねみ

たいな話になっちゃうのも、何となく怖いかなと

いうところもあるというのもあったので、一回議

会側で止めてみようということで、今回話を聞い

た中では、なるべく先ほども言った議案質疑等々

に含めても、議会側は審議をする提案をされてか

ら、審議や委員会の審査を行っているんですけれ

ども、市民の方には、基本的に事後報告しかでき

ないというやり方で終わった後のものしか報告し
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ないけれども、じゃ、そういうのを市民の方々と

先にやっていくことというのも必要だねという話

をちょっとされまして、基本的に何か舞台を用意

したからやってくれと言っても、その先に何も起

きなければ、この後これが派生して何かになるわ

けじゃないというところもあったので、じゃ、一

応議会側で抱えていくことがいいのかなと思った

んで、ちょっと２番というものもつけさせていた

だきました。 

  ちょっと詳細はまだこんな感じになっているん

ですけれども、そのほかどうですかね。懸念され

ることでも何でもいいんですけれども、取りあえ

ずざっくりでいくと４時か４時半ぐらいには終わ

るかなとは思っています。５分まるっきりしゃべ

れる人と、すぐ終わっちゃう人もいると思うので、

また、あと皆さんで人を呼ぶのが大変だとは思う

んですけれども、やってみたいという人はいっぱ

いいるのかなと思います。 

  あと、限定がまた、高校生、若者、女性という

ことで、これは前回中学生までどうしますかとい

う話をしたと思うんですけれども、ここ今高校生

で止めているという状態です。この辺もちょっと

意見いただいているんですけれども。 

  やれる日付が来年の１月21日になるので、基本

的にこっちはゆっくりというのと、議会フォーラ

ム、先ほど言っていた、インみるるが、うまく開

催できた人らにこのチラシを渡して、ちょっと議

会で何か言ってみないかというふうにつなげてい

きたいと思っています。プラス、今回黒南生がい

るので、その子らにもお手紙を置いていくと。そ

れから、参加していない高校等にもまた配って、

募ってみたらどうかなというふうに思っています。 

  大丈夫そうですか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 じゃ、なければ、まだこの形で進め

ていくということで、一応確認なんですけれども、

もう一回また精査しますけれども、２番のほうの

議員側が今回対応するということの了承でよろし

いですか。大丈夫ですか。 

  大丈夫ですか、小島さん。すみません、今回議

員のほうでやってみます。 

  じゃ、２番のほうでまた設定して、次回の議運

のときに、また詳細できるようにしたいと思いま

す。参加人数とかも特段意見がなかったので、取

りあえず那須塩原の議会の議席の数をめどに募集

をかけていきたいと思います。 

  じゃ、ありがとうございます。以上でこちらも

閉じさせていただきます。 

  以上で、⑶までの協議事項は終わりました。 

  その他として何かあったっけ。 

○長岡議事調査係長 今のところございませんで。 

  １番の検証の資料については、今、自宅勤務に

なっているものですから、来週ちょっと早い段階

で資料を確認してお送りできたらと思っておりま

す。 

○齊藤委員長 大丈夫です。一応８月までと言って

おけば、みんな頑張ってくれるというだけなんで。

多少遅れた場合は遅れてでも仕方ないと思うんで。 

  今回この状況で、まず、成り手はちょっと急が

なくてはならないので、成り手のほうはすぐ着手

していきたいと思うんで、また皆さんのちょっと

お時間をいただいて、サイボウズで送りますよと

いうやり方をしていきたいと思います。 

  このほか、この間、次の議運のときには、一般

質問の指名についてとかも、サンプル出しますね

と言ってまだつくっていないので、それも含めて

という形で、ちょっとめじろ押しになってくると

思うんですけれども、引き続き皆さんの御協力い

ただければと思います。 

  じゃ、４番のその他も閉じたいと思います。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 じゃ、すみません、長々と御協議い

ただきましてありがとうございました。 

  以上で議会運営委員会のほうを終了したいと思

います。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時３２分 
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